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　謹啓　時下益々ご清祥のこととお慶び申し上げます。
　　平素より格別のお引き立てをいただき、厚くお礼申し上げます。
　　このたび、「保医発０９３０　第５号」により下記の検査項目に検査実施料の
　新設および算定条件の追加が通知されましたのでご案内いたします。

 敬白

■ 「検査実施料」の新規収載

▼ 詳細内容

【新設項目】

抗ＭＤＡ５抗体

２７０点

免疫学的検査判断料（１４４点）

「Ｄ０１４-２６」抗デスモグレイン３抗体、抗ＢＰ１８０-ＮＣ１６ａ抗体

ア．抗ＭＤＡ５抗体、抗Ｍｉ-２抗体及び抗ＴＩＦ１-γ抗体は、区分番号「Ｄ０１４」自己抗体検査の

「２６」抗デスモグレイン３抗体、抗ＢＰ１８０-ＮＣ１６ａ抗体の所定点数に準じて算定する。

イ．本検査は、厚生労働省難治性疾患克服研究事業自己免疫疾患に関する調査研究班によ

る「皮膚筋炎診断基準」を満たす患者において、ＥＬＩＳＡ法により測定した場合に算定できる。

ウ．本検査と区分番号「Ｄ０１４」自己抗体検査の「９」から「１４」まで及び「１７」に掲げる検査

を、２項目又は３項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ３２０点又は４９０

点を算定する。

抗Ｍｉ-２抗体

２７０点

免疫学的検査判断料（１４４点）

「Ｄ０１４-２６」抗デスモグレイン３抗体、抗ＢＰ１８０-ＮＣ１６ａ抗体

ア．抗ＭＤＡ５抗体、抗Ｍｉ-２抗体及び抗ＴＩＦ１-γ抗体は、区分番号「Ｄ０１４」自己抗体検査の

「２６」抗デスモグレイン３抗体、抗ＢＰ１８０-ＮＣ１６ａ抗体の所定点数に準じて算定する。

イ．本検査は、厚生労働省難治性疾患克服研究事業自己免疫疾患に関する調査研究班によ

る「皮膚筋炎診断基準」を満たす患者において、ＥＬＩＳＡ法により測定した場合に算定できる。

ウ．本検査と区分番号「Ｄ０１４」自己抗体検査の「９」から「１４」まで及び「１７」に掲げる検査

を、２項目又は３項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ３２０点又は４９０

点を算定する。

抗ＴＩＦ１-γ抗体

２７０点

免疫学的検査判断料（１４４点）

「Ｄ０１４-２６」抗デスモグレイン３抗体、抗ＢＰ１８０-ＮＣ１６ａ抗体

ア．抗ＭＤＡ５抗体、抗Ｍｉ-２抗体及び抗ＴＩＦ１-γ抗体は、区分番号「Ｄ０１４」自己抗体検査の

「２６」抗デスモグレイン３抗体、抗ＢＰ１８０-ＮＣ１６ａ抗体の所定点数に準じて算定する。

イ．本検査は、厚生労働省難治性疾患克服研究事業自己免疫疾患に関する調査研究班によ

る「皮膚筋炎診断基準」を満たす患者において、ＥＬＩＳＡ法により測定した場合に算定できる。

ウ．本検査と区分番号「Ｄ０１４」自己抗体検査の「９」から「１４」まで及び「１７」に掲げる検査

を、２項目又は３項目以上行った場合は、所定点数にかかわらず、それぞれ３２０点又は４９０

点を算定する。

■ 適用日 ２０１６（H28）年 １０月 １日 から適用

香川 TEL（087）877-0111　　松山 TEL（089）955-7600
高知 TEL（088）883-5535　　徳島 TEL（088）665-3125
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保険点数

２７０ 点

検査項目

抗Ｍｉ-２抗体

抗ＴＩＦ１-γ抗体 ２７０ 点

抗ＭＤＡ５抗体 ２７０ 点
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